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主 文

被告人を無期懲役に処する。

未決勾留日数中４００日をその刑に算入する。

理 由

（罪となるべき事実）

被告人は，

第１ Ａ（当時４１歳）を殺害して同人から金品を強取しようと企て，分離前相被

告人Ｂ，同Ｃ及び同Ｄと共謀の上，平成１７年１０月２０日午前１時ころ，a

県b市の国道上において，同所に停止中の上記Ａ使用に係る普通乗用自動車に

乗車していた同人に対し，その顔面を手拳で数回殴打するなどして降車させ，

同人の両脇を抱えて同所付近に停止中の上記Ｂ使用に係る普通乗用自動車内に

押し込むなどの暴行を加え，その反抗を抑圧して，上記Ａ使用に係る車両内に

あった上記Ａ所有の現金約３５０万円を強取した上，そのころから同日午前１

時１０分ころまでの間，同所から同県c市内のパーキングエリアに至るまでの

路上を走行中の上記Ｂ使用に係る車両内において，殺意をもって，上記Ａの左

前胸部をナイフ様の刃物で突き刺し，よって，そのころ，同車両内において，

上記Ａを左胸部刺創による胸部臓器損傷に伴う失血により死亡させて殺害し，

第２ 前記Ｂ，同Ｃ，同Ｄ，分離前相被告人Ｅ及びＦと共謀の上，同日午前５時こ

ろから同日午前６時ころまでの間，d県e市内のＧ方敷地内において，深さ約１．

５メートルの穴を掘った上，前記Ａの死体を同穴に落とし入れて土中に埋没し，

もって死体を遺棄し，

第３ 元の氏名であるＨ名で個人信用情報機関に多重債務者として登録されていた

ことから，養子縁組をして改姓した事実及び健康保険被保険者証の生年月日に

誤記がある事実等を秘して，

１ 消費者金融会社からキャッシングカードを詐取しようと企て，平成１８年

７月７日午後６時１２分ころ，東京都f区内の路上において，携帯電話機を
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使用し，同都g区内の消費者金融会社に電話をかけて，同分室従業員Ｉに対

し，真実は，被告人が養子縁組により，氏名を上記ＨからＪ，さらに，Ｋへ

と改姓し，生年月日も昭和３８年１月１日であるのに，これらの情を秘し，

上記Ｈとは別人のＬであるかのように装って，「申し込みたいんですが，氏

名はＬで，生年月日は昭和３８年１月１０日です。改姓した事実はありませ

ん」旨虚偽の事実を告げてキャッシングカードの交付方を申し込んだ上，そ

のころ，同都f区内の被告人の勤務先から，生年月日が昭和３８年１月１０

日と誤記されているＬ名義の健康保険被保険者証の写しを上記分室にファク

シミリ送信し，上記Ｉ及びサブマネージャーＭをして，被告人が多重債務者

として登録されている生年月日が昭和３８年１月１日のＨとは別人の生年月

日が同月１０日のＬであり，融資可能な人物であると誤信させ，よって，平

成１８年７月１２日，同都h区内の郵便局において，上記従業員から郵送に

より上記カード１枚の交付を受け，もって人を欺いて財物を交付させ，

２ クレジット会社からキャッシング機能付きクレジットカードを詐取しよう

と企て，同月８日，i県j市内のクレジット会社において，同店従業員Ｎに対

し，前記１同様に装い，同店備付けのカード入会申込書の生年月日欄に「昭

和３８年１月１０日」等と虚偽の事実を記入した上，生年月日が昭和３８年

１月１０日と誤記されているＬ名義の健康保険被保険者証と共に提出してキ

ャッシング機能付きクレジットカードの交付方を申し込み，そのころ，上記

Ｎ及び同店店長Ｏらをして，前記１同様に誤信させ，よって，平成１８年７

月１２日，上記場所において，同店従業員Ｐから上記カード１枚の交付を受

け，もって人を欺いて財物を交付させ，

３ 消費者金融会社から融資名下に金員及びキャッシングカードを詐取しよう

と企て，同月１４日午後６時４６分ころ，前記被告人の勤務先において，東

京都k市内の消費者金融会社に電話をかけ，同店従業員Ｑに対し，前記１同

様に装い，自己の氏名がＬで，生年月日は昭和３８年１月１０日である旨虚



3

偽の事実を告げてキャッシングカードの交付方を申し込んだ上，そのころ，

生年月日が昭和３８年１月１０日と誤記されているＬ名義の健康保険被保険

者証の写しをカード入会申込書とともに上記会社に郵送し，上記Ｑ及び同店

店長Ｒをして，前記１同様に誤信させ，よって，平成１８年７月２４日，上

記Ｑをして同都f区内の株式会社銀行に開設した被告人名義の普通預金口座

に現金１０万円を振込入金させるとともに，同月２６日ころ，同都h区内の

郵便局において，上記従業員から郵送により上記カード１枚の交付を受け，

もって人を欺いて財物を交付させ，

第４ 同月１３日午後３時３２分ころ，同都f区内の銀行において，前記第３の１

の詐取に係るカードを使用して，同所に設置された現金自動預払機から同支店

支店長Ｓに係る現金３０万円を引き出して窃取し，

第５ 同月２０日午後５時５４分ころ，同区内の株式会社Ｔにおいて，前記第３の

２の詐取に係るカードを使用して，同所に設置された現金自動出金機から同会

社店舗サポート部部長Ｕ管理に係る現金１０万円を引き出して窃取し

たものである。

（証拠の標目）

〔省略〕

（争点に対する判断）

１ 弁護人は，死体遺棄については，共犯者とされている者らとの共謀はなく無罪

である旨主張し，被告人も当公判廷においてこれに沿う供述をしているので，以

下，これらの点について検討する。

２ 関係各証拠によると，次の事実を認めることができる。

(1) 当事者の関係

ア 被告人は，暴力団○○組の三次団体の組長として活動していた平成１７年

初めころ，同じく○○組の四次団体の若頭補佐であった被害者から債権の取

り立てを受けたことで知り合い，同人から金貸しや債権回収の仕事の誘いを
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受けて同人の舎弟となり，その運転手等をするようになっていた。

イ また，被告人は，平成１０年ころに知人の紹介で暴力団関係者であるＢと

知り合って以降，同人とは月に二，三回の頻度で金儲け話で連絡をとる程度

の付き合いをしていた。

ウ ところで，Ｂは，本件当時，本件強盗殺人及び死体遺棄（以下，本件強盗

殺人と死体遺棄について合わせて言及する際はまとめて「本件強盗殺人等」

という）の共犯者であるＣ及びＤと共に強盗団を結成し，東京都内や埼玉県

内で強盗等事件を繰り返していた。

エ そして，死体遺棄の共犯者であるＥはＢの義兄で，ＦはＥの舎弟であった。

(2) 本件経緯について

ア 被告人は，事業の失敗等で多額の借財を抱えて金銭に困窮し消費者金融か

ら借り入れも出来ない状況であったところ，被害者から約束の仕事を回され

ずさしたる収入を得られなかったことから，被害者との舎弟関係の解消等を

申し出ていたが認められず，暴力を受けるなどの理不尽な扱いを受けていた

ことに強い不満を抱くようになり，平成１７年９月下旬ころから同年１０月

上旬ころにかけて，Ｂに対し，被害者と縁を切りたいなどという相談を繰り

返して助力を求めていた。

イ 同月１５日を過ぎたころから，被告人は，Ｂに対し，被害者殺害の話を持

ちかけはじめた。被告人は，「被害者がその所属する暴力団組織の組長から

約１５００万円を持ち逃げしており，その半分を被害者の妻に預け，残りの

半分を被害者自身で管理し，これをギャンブルに使うために持ち歩いてい

る」，「被害者を殺害してその現金を奪い，これを殺害等の報酬の一部に充

て，残額は自分が後に支払う」との趣旨の話をした。被告人から話を持ちか

けられたＢは，概ね１０００万円の報酬で被害者を殺害してその死体を隠す

旨の内容で，同月１７日に最終的に被告人の依頼を了承し，強盗団の仲間で

あったＣ及びＤに同様の話を伝えて協力を求め，その両人の了承を得た。
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ウ 同月１８日，被告人から知らせを受けたＢらが被害者を乗せた被告人運転

車両を追跡し，被害者殺害の機会を窺ったものの，殺害できなかった。

翌１９日，再び被告人から電話で被害者の居場所の情報を得たＢらが被害

者を乗せた被告人運転車両の追跡を再開し，Ｂらにおいて被害者を拉致して

殺害した上，その死体を遺棄した。

エ 一方，被告人は，Ｂらが被害者を拉致した後，被告人と高校の同級生で，

同じ暴力団組織で活動していたこともあるＶ方に赴き，車内にあった被害者

の（現金在中の）黒いセカンドバッグを手渡した。

３ 本件死体遺棄の共謀の有無について

(1) Ｂは，当公判廷において，平成１７年１０月１７日の夜，被告人から，

「（被害者を殺害後）その死体を絶対に分からないようにしてくれ。どこかに

埋めるところはないか」などと依頼されたので，その場で知人に電話をかけて，

「死体を埋めるのに適した場所はないか」と尋ねた，自分としても現役のやく

ざを殺害する以上は死体をそのままにしておくわけにはいかないと考えていた

ので，被告人の話を聞いて意外には思わなかったなどと証言している。

同証言は，上記エピソードを交えた具体的かつ詳細なものであり，その内容

自体特段不自然，不合理な点はない。また，Ｂから被害者殺害の協力を求めら

れたＣが，Ｂが被告人から被害者の死体の処理についての依頼も併せて受けた

という話をしていた旨証言していることとも符合している。そして，Ｂは，本

件強盗殺人等について事実関係をすべて認めた上で既に無期懲役判決を受け，

上訴することなくこれが確定しているから敢えて被告人を陥れるような虚偽の

証言をする動機も認め難い。そうすると，上記Ｂの証言部分は十分信用できる。

(2) この点，弁護人は，①Ｂが前記知人に電話をかけた際に，真剣ではなく軽

い調子で尋ねているから，死体遺棄という犯罪の相談をそのような軽い調子で

行うのは不自然である，②上記電話の後の死体遺棄に関する被告人との具体的

なやりとりについて証言していないのでＢの上記証言は信用できないとする。
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しかしながら，①につき，Ｂは，軽い調子で知人に相談をしたのは，「人を

殺したんだけど死体を埋める場所がなくて困っているなどという話をいきなり

知人に対して真剣にすることはできないと考えたからである」と説明している。

この説明は常識的な一般人の感覚からして十分納得できる。また，②について

は，Ｂは，「平成１７年１０月１７日の時点では，直ちに被害者殺害を実行す

るなどとは考えていなかった」と述べているところからすると，この時点で被

害者の死体の処理方法について詰めた話がなかったことにはそれなりの理由が

あり，不自然とはいえない。そこで，弁護人の指摘する上記各事情は，いずれ

も，Ｂ証言の信用性を減殺させるものということはできない。

(3) そうすると，平成１７年１０月１７日の時点で，被告人がＢに対して被害

者殺害と併せてその死体の処理をも依頼し，Ｂがこれを承諾したという事実を

認めることができるから，この時点で，両名の間で強盗殺人のみならず，死体

遺棄についての共謀も成立しているものである。なお，被告人自身も当公判廷

において，Ｂに対して，被害者の死体を分からなくするよう依頼した点につい

てはこれを肯定する趣旨の供述をしていることからしても，この事実が裏付け

られているというべきである。そして，上記共謀に基づき，Ｂから話を持ちか

けられたＣ，Ｄ，Ｅ及びＦとも順次共謀が成立したものといえ，被告人が死体

遺棄についても責任を負うのは明らかである。なお，関係各証拠によると，上

記時点で，被告人とＢとの間で，被害者の死体の処理の方法や，埋めるとした

場合の場所等の詳細な内容についてまで詰めた話がなされたことは認められな

い。しかし，上記のとおり被告人は，「被害者の死体を分からなくしてくれ」

などと，Ｂに死体遺棄について全面的に委ねる旨の発言をし，Ｂがこれを了承

したことが認められ，それ以降これと異なる趣旨の話をしていないから，被害

者の死体遺棄をすることについての共謀が成立していることは明らかである。

この時点で日時，場所，方法等の詳細で具体的な話がなされていないことは何

ら死体遺棄の共謀の成立を妨げる事情とはならないというべきである。
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４ したがって，被告人が死体遺棄について判示共犯者らと共謀した事実が認めら

れ，被告人には判示死体遺棄罪が成立する。この点に関する弁護人の主張は採用

できない。

（法令の適用）

被告人の判示第１の所為は刑法６０条，２４０条後段に，判示第２の所為は同法

６０条，１９０条に，判示第３の各所為はいずれも同法２４６条１項に，判示第４

及び第５の各所為はいずれも同法２３５条にそれぞれ該当するところ，判示第１の

罪については所定刑中無期懲役刑を，判示第４及び第５の各罪については所定刑中

懲役刑をそれぞれ選択し，以上は同法４５条前段により併合罪の関係にあるが，同

法４６条２項本文，１０条により最も重い判示第１の罪につき選択した無期懲役刑

で処断し他の刑を科さないこととして，被告人を無期懲役に処し，同法２１条を適

用して未決勾留日数中４００日をその刑に算入することとし，訴訟費用は，刑事訴

訟法１８１条１項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。

（量刑の理由）

１ 事案の概要

本件は，被告人が，共犯者３名と共謀して被害者を金品強取の目的で殺害し，

被害者が所持していた現金約３５０万円を強取した強盗殺人（判示第１の事実），

さらにその罪跡を隠滅するために被害者の死体を土中に埋めた死体遺棄（判示第

２の事実）のほか，消費者金融会社等からキャッシングカード等を詐取した詐欺

３件（判示第３の各事実），詐取したキャッシングカード等を用いて現金自動預

払機等から現金を窃取したという窃盗２件（判示第４，第５の各事実）の各事案

である。

２ 犯行に至る被告人の身上，経歴等

本件強盗殺人等に至る背景事情として，以下のような被告人の経済的苦境や家

族関係を指摘できる。即ち，その身上，経歴は被告人の供述によると，以下のと

おりである。
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まず，被告人は，東京都でＨとして出生し，地元の小学校に入学後，埼玉県内

の小学校に転校してさらに同県内の中学，私立高校を卒業した。同高校在学中は

水泳選手として活躍したことから水泳競技の特待生として私立大学に進学して卒

業した。その後，被告人は，空手の段位を取得したり，スイミングスクールのコ

ーチを経て家業を継ぎ，カバン，バッグの製造卸を業種とした株式会社を設立し

て代表取締役として活躍したが，父親の会社の多額の借金を肩代わりして苦境に

陥り，平成１２年に同社を閉業した。そのころ胃がんの手術で胃の約５分の４を

摘出し，その後も大腸がんで３回手術しているが，その他の体の異常はなく，不

動産会社の営業や土木建築会社等で一応稼働できる状況であった。また，被告人

は，平成９年頃から暴力団に加入し，同１８年６月頃まで指定暴力団○○組の三

次団体の組長として活動していたが破門された。次に，被告人は，最初の妻との

間に長男を儲けたが平成１８年に離婚し，その後内妻との間にも男児を授かって

いる。被告人は，離婚後，借金目的で姓を変更しようと考えて，同年ころ面識の

無い人と養子縁組してＪを名乗った後，さらに元の妻の母親との間で養子縁組し

てＫと改名しているが，内妻とその男児と生計を共にしていた。各犯行当時さし

たる資産は無く，数千万円以上の借財が残存している経済状況であった。

３ 本件強盗殺人，死体遺棄について

(1) 犯行動機

被告人は，当時○○組系列暴力団の若頭で三次団体の組長であったところ，

本来格下であるべき○○組の四次団体の若頭補佐であった被害者から事実上配

下に置かれて顎使されていたことに憤懣を抱き，この事態を打開しようと決意

した。そこで，以前から面識のあった元暴力団組員のＢに対し，被害者の殺害

及び死体遺棄を依頼したところ，Ｂは１０００万円の報酬を条件にこれを承諾

し，かねてからＢの強盗団の仲間であった暴力団組員のＣやＤに順次この話を

持ちかけてその同意を得た上で，本件強盗殺人等の各犯行に及んでいる。この

ように，本件強盗殺人等は被告人から発意してＢらに持ちかけたものであり，
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被告人は，その首謀者的立場にあったと評価し得る。

ところで，被告人は，被害者から日常的に激しい暴力を受けており，本件強

盗殺人等の直前には，その程度がエスカレートし，このままでは自分が被害者

から殺されてしまうかもしれないと考え，この暴力から逃れることが本件強盗

殺人等に及んだ主要な動機である旨供述している。この点，被害者の暴力につ

いては，その供述内容自体具体的であることに加え，被告人と同様に被害者の

舎弟をしていたＷの証言とも符合する。そこで，被害者が被告人にある程度激

しい暴力を振るっていたという事実があったこと自体は否定し難い。

しかし，上記Ｗを含め，過去に被害者の舎弟をしていた者はいずれも被害者

の下から逃げ出している事実等に照らせば，被告人においても，被害者殺害と

いう凶行に及ぶことなくその事態を打開する手段，方法はあったと考えられる。

被告人は，組関係の特殊性や家族等に危害が加えられることを恐れて被害者か

ら逃れられなかったというが，警察に救いを求めるなどの合法的な取り得る別

の方策を採ろうとせず，安易に知人であり暴力団関係者でもあったＢに被害者

殺害を依頼し，実行に至ったのは，被告人の言い分を最大限斟酌しても誠に短

絡的で身勝手という他なく，その動機，経緯に酌量の余地は乏しいといわざる

を得ない。

また，弁護人は，本件各犯行に至る動機として被告人自身には被害者が所持

していたバッグ内にあった現金を着服する意図はなかった旨主張する。この点，

前記Ｖは，当公判廷において，本件強盗殺人等の犯行後に被告人から「処分し

ておいてくれ」と言われて黒いセカンドバッグを預かった旨証言しているが，

そもそも被告人が本当に上記バッグを処分しようと考えていたのであれば，わ

ざわざこれを他人に預けるということ自体が不自然・不合理である上，Ｖも被

告人から預かった上記バッグを直ちに処分することなく物置に置いていたとい

うのであって，これまた不自然といわざるを得ない。加えて，関係各証拠によ

れば，被告人は，当初Ｂらに被害者の所持品について曖昧な説明をしていたも



10

のの，ＢやＣらから厳しく追及されたのを受けてようやく被害者の所持してい

た現金をＢらに手渡したという経緯が認められることや上記の経済的逼迫状況

等にかんがみれば，被告人について，積極的なものとまではいえないものの，

あわよくば被害者の所持していた現金を領得しようという利欲的な動機があっ

たものと考えるのが自然であろう。

(2) 犯行態様

Ｂらの強盗殺人の犯行は，被害者の左前胸部をナイフ様の刃物で突き刺すと

いう粗暴かつ残忍で冷酷なものである。

死体遺棄の犯行は，Ｂらにおいて，犯行発覚を防ぐべく，殺害した被害者の

死体を自動車で運搬し，約１．５メートルの深さの穴を掘った上でその死体を

同穴に落とし入れて土中に埋めている。これは，死者への畏敬の念が微塵も感

じられない悪質なものである。

弁護人は，本件で主導的な役割を果たしたのはＢであって被告人は従たる役

割を担ったにすぎない旨主張し，その理由として，報酬の要求や報酬額の提示

のほか，待ち合わせ場所の指示や共犯者の役割分担を決めたのはＢであると指

摘する。

しかし，まず報酬の点については，Ｂは，当公判廷において，本件強盗殺人

等を実行するに至った経緯として，被告人が被害者を殺害する報酬として１０

００万円を提示してきたこと，ＣやＤといった仲間に協力を求めるとなると全

体で１０００万円では安いと考えたので，被告人に対し，１人１０００万円に

なるかもしれないと持ちかけてみたところ，被告人が，被害者が死亡すれば自

分の時間が取れるので，何か商売をやって収入を得る旨話していたことなどを

証言し，その内容自体自然かつ合理的である。また，前記のとおり，Ｂには殊

更に虚偽証言を行う動機も認められない。さらに，被告人が，さほどの親しい

間柄になかったＢに対し，報酬を支払う旨提示することなく現役の暴力団構成

員である被害者の殺害を依頼するなどということ自体が不自然である。以上の
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諸事情によれば，被害者殺害の報酬額を先に提示したのは被告人であると認め

ることができる。

次に，関係各証拠によれば，待ち合わせ場所の指示や共犯者の役割分担の決

定のほか，実行行為それ自体を主導的に行ったのはＢであることが認められる

けれども，本件強盗殺人等は，被害者から酷使されていた被告人がこれに耐え

かねてＢに被害者殺害を持ちかけたことがきっかけとなって行われたことに加

え，上記実行行為それ自体をＢが主導的に行った点についても，まさに報酬支

払と引き替えにＢをはじめ被告人以外の他の共犯者が本件強盗殺人等の実行行

為を行う旨の共謀を遂げていたというにすぎないのであるから，この点をもっ

て被告人が従たる役割を果たしたと評価することは相当でない。

以上によれば，弁護人の上記主張は採用できない。

(3) 本件被害の結果等

被害者は，その生命を奪われたばかりか，遺棄された結果，約２年後に見る

も無惨な姿で発見されたのであり，その結果は極めて重大である。普段行動を

共にしていて信頼していた被告人から突然暴行を加えられた上，見知らぬ共犯

者らにも襲われて殺害された被害者の受けた驚愕，恐怖感，苦痛は甚大であっ

たといえる。そして，被害者の無念さはもとより，残された遺族の悲しみも深

く大きい。被害者の妻は夫を殺害された憤り，悔しさ，さらには，犯人が，被

害者が女性と一緒に妻子を捨てていなくなったと嘘の説明をしていた被告人で

あることを知った際の驚き，怒りなどの心中を吐露し，それまでに傷つけられ

た癒しがたい心の傷を強く訴え，遺族として被告人の刑罰については厳罰を望

む旨述べている。遺族の処罰感情が峻烈であることは当然の感情として理解で

き，到底看過できるものではない。また，遺族の精神的被害はもとより強取金

額も約３５０万円に上り，財産的被害も大きいが，慰謝の措置は取られていな

い。

４ 本件詐欺及び窃盗について
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被告人は，前記に述べたとおりの事情で当時金銭に窮していたところ，旧姓で

は消費者金融等から借り入れができないということで，養子縁組をして姓を変更

した上，当時の勤務先に虚偽の生年月日を申告して健康保険被保険者証の交付を

受け，これを用いて別人であるＬになりすましてキャッシングカード等を詐取し，

これを用いて現金を窃取したというものであり，その利欲的な動機に酌量の余地

はなく，また，計画的犯行であるといえる。被害額も合計５０万円と多額である

が，被害弁償はなされていない。

５ 前科

被告人には，平成１２年に証拠隠滅罪による罰金前科が１件あるのみである。

６ 結論

以上の各事情からすると，被告人の刑事責任は誠に重大である。

そうすると，被告人は，死体遺棄については共謀の事実を否認しているほかは，

事実関係を概ね認め，当公判廷においても被害者への謝罪の念を述べるなどして

被告人なりに反省の態度を示していること，本件強盗殺人等については，先に指

摘したような被害者の態度にもいささか問題があったことは否定し難いこと，被

告人の元の勤務先の社長が情状証人として当公判廷に出廷し，本件強盗殺人等の

事実を知った上で，なおもこの先被告人を待ち続け，出所後の被告人の面倒を見

る意思がある旨証言していること，前記のとおり，これまで罰金前科１犯がある

ほかは前科がないこと，被告人を頼りとする扶養すべき家族がいることなど，被

告人にとって有利に斟酌し得る事情を考慮しても，本件は，酌量減軽すべき事案

であるということはできず，被告人については，主文のとおり無期懲役に処し，

その生涯をもって罪を償わせるのが相当であると判断した。

（求刑 無期懲役）

平成２１年３月３日

さいたま地方裁判所第５刑事部

（裁判長裁判官大谷吉史 裁判官西野牧子 裁判官長橋政司）
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